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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気ユニットと、
　前記電気ユニットを水及び／又は酸素から保護するために、前記電気ユニットを少なく
とも部分的に覆う、保護要素と、
　前記保護要素と前記電気ユニットとの間に、又は前記保護要素の内部に配置される検出
層と、
を含む、電気デバイスであって、
　前記検出層は有機材料を含み、前記検出層が前記保護要素の透過性を検出するのに使用
可能な接触気体と接触する場合に、前記検出層の特性が変化される、電気デバイスにおい
て、
　前記検出層が、前記検出層の前記特性を変化させるために、照射される場合であって且
つ前記接触気体と接触する場合に重合するモノマを含むことを特徴とする、
電気デバイス。
【請求項２】
　前記検出層は、前記検出層が前記接触気体と接触する場所において、前記検出層の前記
特性が局所的に変化される、請求項１に記載の電気デバイス。
【請求項３】
　前記検出層は、前記接触気体との化学反応によって、前記検出層の前記特性を変化させ
る、請求項１に記載の電気デバイス。
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【請求項４】
　前記化学反応は、光化学反応である、請求項３に記載の電気デバイス。
【請求項５】
　前記検出層は、前記変化が光学的測定装置によって観測可能であるように前記検出層の
前記特性を変化させる、請求項１に記載の電気デバイス。
【請求項６】
　前記検出層は、前記検出層の前記特性を変化させるために、前記検出層が前記接触気体
と接触する場合に分解するフォトルミネセンス有機層を含む、請求項１に記載の電気デバ
イス。
【請求項７】
　前記フォトルミネセンス有機層は光分解性であり、前記検出層の前記特性を変化させる
ために、前記フォトルミネセンス有機層が光によって照射される場合であって且つ前記接
触気体と接触する場合に前記フォトルミネセンス有機層は分解する、請求項６に記載の電
気デバイス。
【請求項８】
　前記保護要素は、薄膜封止である、請求項１に記載の電気デバイス。
【請求項９】
　前記接触気体は、水、酸素、オゾン、フッ素、臭素、塩素、及びこれらの組合せからな
るグループから選択される気体である、請求項１に記載の電気デバイス。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気デバイスの電気ユニットを水及び／又は酸素から保護するための薄膜封
止（ＴＦＥ）のような保護要素を含む電気デバイスと、保護要素の透過性を検出するため
の検出装置と、対応する検出方法とに関する。更に、本発明は、電気デバイスを製造する
ための製造装置と製造方法とに関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機発光デバイスは水蒸気に対して非常に敏感である。このため、通常、有機発光デバ
イスは、単一の無機層、又は多層のスタックを形成する無機層及び／若しくは有機層の組
合せを含み得るＴＦＥを含む。ＴＦＥは、通常、水蒸気に対する良好な保護を提供する。
しかしながら、ＴＦＥバリアの品質は、ピンホール又は空隙のために低減される恐れがあ
り、これによりＴＦＥを通過する水蒸気のための浸透経路を与える。
【０００３】
　米国特許第７，７６７，４９８Ｂ２号は、バリア構造の有効性をテストするためのシス
テムを開示する。システムは、多層のバリアのスタックで封止されたガラス上の金属カル
シウムの切り取り試片を利用する。透過による透明な酸化カルシウム及び水酸化カルシウ
ムの形成は、多層のバリアのスタックの透過性の度合いを決定するために光学的に検出さ
れ得る、カルシウムの切り取り試片を通過する可視光の透過を増加させる。このカルシウ
ムのテストは、技術的に比較的複雑で、比較的長い時間がかかる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、電気ユニット並びに電気ユニットを水及び／又は酸素から保護するた
めの保護要素を含む電気デバイスと、電気デバイスの保護要素の透過性を検出するための
検出装置と、保護要素の透過性のより速い検出を可能にする、対応する検出方法とを提供
することである。更に、本発明は、電気デバイスを製造するための製造装置と、製造方法
とに関する。
【課題を解決するための手段】
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【０００５】
　本発明の第１の態様では、電気ユニットと、電気ユニットを水及び／又は酸素から保護
するために、電気ユニットを少なくとも部分的に覆う保護要素と、保護要素と電気ユニッ
トとの間に、又は保護要素の内部に配置される検出層であって、検出層は有機材料を含み
、検出層が保護要素の透過性を検出するのに使用可能な接触気体と接触する場合に、検出
層の特性が変化される検出層と、を含む電気デバイスが提示される。
【０００６】
　検出層は、有機材料を含み、検出層が保護要素の透過性を検出するのに使用可能な接触
気体と接触する場合に、検出層の特性を変化するので、また、この検出層は保護要素と電
気ユニットとの間又は保護要素の内部に配置されるので、保護要素の透過性を検出するた
めの検出テストが、電気デバイスの製造のための製造工程に容易に組み込まれることがで
き、すなわち、上述の特許文献の米国特許第７，７６７，４９８Ｂ２号に開示されるよう
な時間のかかる外部での透過性テストは必要とされない。例えば、保護要素を通過する水
、特に水蒸気のための、及び／又は酸素のための浸透経路は、有機材料を含む検出層の特
性の変化を検出することにより、製造工程中に比較的速く検出され得る。特に、浸透経路
の原因となるピンホール又は他の欠陥が、比較的速く検出され得る。
【０００７】
　接触気体は、好ましくは、水、酸素、オゾン、フッ素、臭素、塩素、及びこれらの組合
せからなるグループから選択される気体である。しかしながら、保護要素の欠陥部分を通
過して浸透し得る他の気体が用いられてもよい。接触気体は、オゾン分子の大きさよりも
小さい又はこれと等しい、更に好ましくは、酸素分子の大きさよりも小さい又はこれと等
しい、更により好ましくは、水分子の大きさよりも小さい又はこれと等しい気体分子を有
する気体であってよい。
【０００８】
　電気ユニットは、好ましくは、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）のような有機発光ユニ
ットであり、保護要素は、好ましくは、単一の無機層、又は多層のスタックを形成する複
数の無機層及び／若しくは有機層の組合せを含み得るＴＦＥである。
【０００９】
　検出層は、検出層が接触気体と接触する場所において、検出層の特性が局所的に変化さ
れることが好ましい。これは、保護要素を通過する浸透経路のような欠陥がどの場所にお
いて存在するのかを決定することを可能にし、次いで決定された場所において欠陥が修復
され得る。
【００１０】
　また、検出層は、接触気体との化学反応によって検出層の特性を変化することが好まし
い。化学反応は、好ましくは光化学反応である。光化学反応を実行するために、紫外線（
ＵＶ）光のような特定の波長を有する光が用いられ得る。これは、検出層の接触気体との
接触が比較的高精度で検出され得るような、比較的単純かつ信頼できる態様で検出層の特
性を変更することを可能にする。
【００１１】
　好ましい実施形態では、検出層は、変化が光学的測定装置によって観測可能であるよう
に検出層の特性を変化する。特に、検出層は、検出層が接触気体、特に水蒸気及び／又は
酸素と接触する場合に、フォトルミネセンス、反射性、及び吸収性のグループのうちの少
なくとも１つを変化させる。
【００１２】
　特性における変化が光学的に検出されるべき場合、保護要素は、特性変化を光学的に検
出するのに用いられる光に対し、少なくとも部分的に透過的である。保護要素が複数の層
を有するＴＦＥであり、かつ、検出層がこれらのＴＦＥの層の間に配置される場合、検出
層と測定装置の光源との間に配置されたＴＦＥの１つだけ又は複数の層は、光源によって
放射された光が、起こり得る特性変化を検出するために検出層に達し得るようにＴＦＥの
これらの１つ又は複数の層を横断することを可能にするために、当該光に対し、少なくと
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も部分的に透過的である。
【００１３】
　検出層は、ナノメートル又はマイクロメートルレンジの厚さを有してよい。
【００１４】
　実施形態では、検出層は、検出層の特性を変化させるために、検出層が接触気体と接触
する場合に分解するフォトルミネセンス有機層を含んでよい。フォトルミネセンス有機層
は光分解性であってよく、フォトルミネセンス有機層が光によって照射される場合であっ
て且つ接触気体と接触する場合にフォトルミネセンス有機層は分解する。特に、フォトル
ミネセンス有機層は、フォトルミネセンス有機層がＵＶ光によって照射される場合であっ
て且つ接触気体と接触する場合に分解し得る。フォトルミネセンス有機層は、例えば、ト
リス(８‐ヒドロキシキノリン)アルミニウム（Ａｌｑ３）である。更なる実施形態では、
検出層は、検出層の特性を変化させるために、照射される場合であって且つ接触気体と接
触する場合に重合するモノマを含む。モノマは好ましくは有機フォトレジストのような有
機モノマである。重合は好ましくはＵＶ光によって開始される。これらの検出層を用いる
ことは、接触気体との接触を高い精度で、特に空間的に分解されて検出することを可能に
する。
【００１５】
　本発明の更なる態様では、保護要素は、電気デバイスの電気ユニットを少なくとも部分
的に覆い、電気ユニットを水及び／又は酸素から保護し、検出層が保護要素の透過性を検
出するのに使用可能な接触気体と接触する場合に生成される、電気デバイスの検出層の特
性における変化を測定するための測定装置を含む、請求項１に記載の電気デバイスの保護
要素の透過性を検出するための検出装置が提示される。測定装置は、好ましくは、当該層
の特性における変化を光学的に検出する。特に、測定装置は、近接場走査型光学顕微鏡（
ＳＮＯＭ）であってよい光学顕微鏡法、光学分光法、反射測定、吸収測定、及び輝度測定
のグループのうちの１つ、又はこれらの組合せを用いる。
【００１６】
　本発明の更なる態様では、
　電気ユニットを提供するための電気ユニット提供ユニットと、
　電気ユニットを水及び／又は酸素から保護するための保護要素を提供するため並びに検
出層を提供するための保護要素及び検出層提供ユニットとを含み、検出層は、有機材料を
含み、検出層が保護要素の透過性を検出するのに使用可能な接触気体と接触する場合に、
検出層の特性が変化され、保護要素及び検出層は、保護要素が電気ユニットを少なくとも
部分的に覆い、検出層が保護要素と電気ユニットとの間に、又は保護要素の内部に配置さ
れるように提供される、請求項１に記載の電気デバイスを製造するための製造装置が提示
される。
【００１７】
　本発明の更なる態様では、保護要素は、電気デバイスの電気ユニットを少なくとも部分
的に覆い、電気ユニットを水及び／又は酸素から保護する請求項１に記載の電気デバイス
の保護要素の透過性を検出するための検出方法であって、検出層が保護要素の透過性を検
出するのに使用可能な接触気体と接触する場合に生成される、電気デバイスの検出層の特
性における変化を測定するステップを含む、検出方法が提示される。
【００１８】
　本発明の別の態様では、
　電気ユニットを提供するステップと、
　電気ユニットを水及び／又は酸素から保護するための保護要素を提供するための保護要
素と検出層とを提供するステップとを有し、検出層は、有機材料を含み、検出層が保護要
素の透過性を検出するのに使用可能な接触気体と接触する場合に、検出層の特性が変化さ
れ、保護要素及び検出層は、保護要素が電気ユニットを少なくとも部分的に覆い、検出層
が保護要素と電気ユニットとの間に、又は保護要素の内部に配置されるように提供される
、請求項１に記載の電気デバイスを製造するための製造方法が提示される。
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【００１９】
　検出層及び／又は保護層は、熱蒸着、スパッタリング、スピンコーティング、化学的気
相堆積、原子層堆積、又は分子層堆積のような成膜技術によって提供され得る。
【００２０】
　請求項１に記載の電気デバイス、請求項１１に記載の検出装置、請求項１３に記載の製
造装置、請求項１４に記載の検出方法、及び請求項１５に記載の製造方法は、同様の及び
／又は同一の、特に従属請求項において規定される好ましい実施形態を有することを理解
されたい。
【００２１】
　本発明の好ましい実施形態は、従属請求項又は上記の実施形態とそれぞれの独立請求項
との任意の組合せであってもよいことを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
　本発明のこれらの及び他の態様は、以下に説明される実施形態から明らかとなり、これ
らの実施形態を参照して解明される。
【００２３】
【図１】ＯＬＥＤと、ＯＬＥＤを水蒸気及び／又は酸素から保護するためのＴＦＥとを含
む電気デバイスの実施形態を概略的かつ例示的に示す。
【図２】ＯＬＥＤと、ＯＬＥＤを水蒸気及び／又は酸素から保護するためのＴＦＥとを含
む電気デバイスの更なる実施形態を概略的かつ例示的に示す。
【図３】図１及び図２に示される電気デバイスのＴＦＥの透過性を検出するための検出装
置の実施形態を概略的かつ例示的に示す。
【図４】図１及び図２に示される電気デバイスを製造するための製造装置の実施形態を概
略的かつ例示的に示す。
【図５】図１及び図２に示される電気デバイスを製造するための製造方法の実施形態を例
示的に示すフローチャートを示す。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図１は、電気デバイスの実施形態を概略的かつ例示的に示す。電気デバイスは、この実
施形態ではＯＬＥＤである電気ユニット２を含む。ＯＬＥＤは、ガラス基板１４上の透明
アノード６と、カソード７と、中間有機発光層５とを含む。アノード６とカソード７とは
、電気的接続８、９を介して、電源１０に電気的に接続される。別の実施形態では、電気
ユニット２は別の種類のＯＬＥＤであってもよい。また、電気ユニット２は、ＯＬＥＤで
はなく、水蒸気及び／又は酸素から保護されるべき別の電気ユニットであってもよい。
【００２５】
　電気デバイス１は、電気ユニット２を水蒸気及び酸素から保護するために電気ユニット
２を覆う、保護要素４を更に含む。この実施形態では、保護要素はＴＦＥである。更に、
電気デバイス１は、ＴＦＥ３と電気ユニット２との間に配置される検出層４を含み、検出
層４は、検出層４が水蒸気及び／又は酸素と接触する場合に、検出層４の特性が変化され
る。
【００２６】
　また、検出層４は、図２に概略的かつ例示的に示されるように、ＴＦＥの内部に配置さ
れてもよい。図２において、ＴＦＥ１１、１７と、検出層４の位置とを除いて、図１に示
される電気デバイス１と同様である、更なる実施形態の電気デバイス１０１が示される。
この実施形態では、ＴＦＥは、少なくとも２つの部分１１、１７を有する多層のスタック
であり、検出層４は、ＴＦＥのこれらの２つの部分１１、１７の間に配置される。
【００２７】
　ＴＦＥは、１つ又は複数の窒化物層及び／又は酸化物層を含む。例えば、ＴＦＥは、Ｓ
ｉＮｘ、ＡｌＯｘ、ＴｉＯｘ、ＺｒＯｘ、ＨｆＯｘ、ＳｉＯｘ、ＳｉＯＮ、及びこれらの
組合せからなるグループから選択される層を含み得る。しかしながら、ＴＦＥは他の材料



(6) JP 6223463 B2 2017.11.1

10

20

30

40

50

で作られる層を含んでもよい。ＴＦＥの層は、好ましくは１０ｎｍ～数マイクロメータの
範囲の厚さを有する。ＴＦＥ層が原子層堆積技術を用いて堆積される場合、ＴＦＥの複数
の層のうちのある層は、１０ｎｍ未満の厚さを有してもよい。
【００２８】
　検出層４は、検出層４が水蒸気及び／又は酸素と接触する場所において、検出層４の特
性が局所的に変化される。この特性変化は、水蒸気すなわち水及び／又は酸素との化学反
応、特に光化学反応によって提供され得る。光化学反応を実行するために、ＵＶ光のよう
な特定の波長を有する光が用いられ得る。このとき特性変化は、好ましくは光学的測定装
置によって観測可能である。例えば、検出層が水蒸気及び／又は酸素と接触した場所にお
いて、検出層のフォトルミネセンス、反射性、及び／又は吸収性が化学反応によって変更
され、このフォトルミネセンス、反射性、及び／又は吸収性における変化は、光学的測定
装置によって検出され得る。
【００２９】
　検出層４は、ナノメートル又はマイクロメートルレンジの厚さを有し、有機材料及びオ
プションとして追加的に無機材料を含む。例えば、検出層は、検出層４が水蒸気及び／又
は酸素と接触する場合に分解する、フォトルミネセンス有機層を含み得る。特に、フォト
ルミネセンス有機層は好ましくは光分解性であり、フォトルミネセンス有機層が光によっ
て照射される場合であって且つ水蒸気及び／又は酸素と接触する場合に分解する。例えば
、この光はＵＶ光であってよく、フォトルミネセンス有機層はトリス(８‐ヒドロキシキ
ノリン)アルミニウム（Ａｌｑ３）であってよい。
【００３０】
　また、検出層は、オゾン処理又は酸素プラズマ処理において局所的に分解可能なフォト
ルミネセンス有機材料を含んでもよい。したがって、保護要素が、浸透経路を通過して水
蒸気及び酸素が浸透する恐れのある当該浸透経路を有する場所において、フォトルミネセ
ンス有機材料を局所的に分解するために、電気デバイスにオゾン又は酸素プラズマが付与
されてよい。この場合、フォトルミネセンス有機材料は、例えばトリス(８‐ヒドロキシ
キノリン)アルミニウム（Ａｌｑ３）、Ｎ，Ｎ´‐ビス（Ｉナフチル）‐Ｎ，Ｎ´‐ジフ
ェニル‐１，１´‐ビフェニル‐４，４´‐ジアミン（ＮＰＢ）、又は別のものであって
よい。また、フォトルミネセンス有機材料を局所的に分解するために、別の種類のプラズ
マが用いられてもよい。
【００３１】
　更なる実施形態では、検出層４は、検出層の特性を変化させるために、照射される場合
であって且つ水蒸気及び／又は酸素と接触する場合に重合するモノマを含んでよい。モノ
マは好ましくは有機フォトレジストのような有機モノマであり、重合は好ましくはＵＶ光
によって開始される。
【００３２】
　図３は、電気デバイス１、１０１のＴＦＥの透過性を検出するための検出装置の実施形
態を概略的かつ例示的に示す。検出装置１９は、電気デバイス１の検出層４の特性におけ
る変化を光学的に測定するための測定装置１２と、検出結果を出力するためのディスプレ
イのような出力ユニット１８とを含む。光学的測定装置１２は、光学顕微鏡、光学分光器
、反射測定装置、吸収測定装置、及び／又は輝度測定装置であってよい。測定装置１２が
光学顕微鏡である場合、当該光学顕微鏡は近接場走査型光学顕微鏡であってよい。測定装
置１２は、検出層４が水蒸気及び／又は酸素と接触する場合に、所望の化学反応を光活性
化するために電気デバイス１を照射するためのＵＶ光源を含んでよい。
【００３３】
　検出装置１９は、電気デバイスの検出層４の特性における変化を光学的に測定するステ
ップを含む、電気デバイス１、１０１のＴＦＥの透過性を検出するための検出方法を実行
する。
【００３４】
　図４は、電気デバイスを製造するための製造装置の実施形態を概略的かつ例示的に示す
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。製造装置２０は、この実施形態ではＯＬＥＤ２である電気ユニット２を提供するための
電気ユニット提供ユニット１５と、ＴＦＥ３又は１１、１７を提供し、検出層４を提供す
るための保護要素及び検出層提供ユニット１６とを含む。この実施形態では、電気ユニッ
ト提供ユニット１５は、ＯＬＥＤ２を生成するために、基板１４上にＯＬＥＤ２の様々な
層を堆積させる。次いで保護要素及び検出層提供ユニット１６は、ＯＬＥＤ２上にＴＦＥ
と検出層との結合体を形成する様々な層を堆積させ、ＴＦＥと検出層とは、ＴＦＥが少な
くとも部分的にＯＬＥＤ２を覆い、検出層がＴＦＥとＯＬＥＤとの間に、又はＴＦＥの内
部に配置されるように堆積される。したがって、ＴＦＥがＯＬＥＤを覆うことは、ＴＦＥ
が必ずしもＯＬＥＤと直接接触することを意味せず、検出層がＴＦＥとＯＬＥＤとの間に
配置されるとき、又は図２に概略的かつ例示的に示されるように、ＴＦＥの内側の部分１
１及び検出層４が、ＴＦＥの外側の部分１７とＯＬＥＤ２との間に配置されるときに、Ｔ
ＦＥはＯＬＥＤを覆うことができる。
【００３５】
　ＯＬＥＤとＴＦＥとの様々な層を堆積するために、既知の成膜技術が用いられ得る。ま
た、検出層の堆積のためにも、熱蒸着、スパッタリング、スピンコーティング、化学的気
相堆積、原子層堆積、又は分子層堆積のような既知の成膜技術が用いられ得る。
【００３６】
　以下において、電気デバイスを製造するための製造方法の実施形態が、図５に示される
フローチャートを参照して概略的かつ例示的に説明される。
【００３７】
　ステップ２０１では、電気ユニット提供ユニット１５がＯＬＥＤ２を提供する。特に、
ステップ２０１では、ＯＬＥＤ２の様々な層が基板１４上に堆積される。ステップ２０２
では、保護要素及び検出層提供ユニット１６が、保護要素が少なくとも部分的に電気ユニ
ット、特にＯＬＥＤを覆うように、また、検出層が保護要素と電気ユニットとの間に、又
は保護要素の内部に配置されるように、保護要素及び検出層を提供する。好ましくは、ス
テップ２０２では、１つ又は複数のＴＦＥ層と、検出層とが、保護要素及び検出層提供ユ
ニット１６によってＯＬＥＤ２上に堆積され、検出層はＴＦＥとＯＬＥＤとの間に堆積さ
れてよく、又は検出層はＴＦＥの別個の層の間に堆積されてもよい。
【００３８】
　ＴＦＥ内部の欠陥の大きさは非常に小さい恐れがあるので、バリアを通過する水及び酸
素の透過率は非常に低い恐れがある。結果として、水及び酸素によるＯＬＥＤ内での分解
効果は、バリアの品質に依存して、数日、数か月、又は数年後に、時間的に遅延して発生
する恐れがある。したがって、ＴＦＥをＯＬＥＤ上に付与した直後に、ＴＦＥを適格とす
るための速い計測を有することが有益である。これは、不完全性のための不良を最小化す
ることを可能にし、バリア内、すなわち保護要素内で欠陥を修復することを可能にする。
更に、空間的に分解された欠陥検出は、単一のピンホールを追跡することを可能にし、次
いで当該ピンホールは個々に補修され得る。
【００３９】
　追跡層としてもみなされ得る検出層は、好ましくは、水及び／又は酸素との化学反応、
特に光化学反応による、バリア内すなわち保護要素内の欠陥の光学トレーサとしての役割
を果たす。検出層は、光学的分析技術で監視され得る態様で、水及び／又は酸素と反応す
る。反応は、水及び／又は酸素の存在下で、検出層の有機材料のフォトルミネセンス、反
射性、及び／又は吸収性が変化する、当該有機材料によって提供され得る。検出層は、好
ましくは、保護要素の内部、特にＴＦＥバリアの内部の欠陥の正確な、非破壊の、かつ速
い検出を可能にする。
【００４０】
　上述の実施形態では、保護要素はＴＦＥであるが、他の実施形態では、保護要素は、電
気ユニットを水及び／又は酸素から保護するための別の要素であってもよい。例えば、Ｔ
ＦＥの層ではない別の層が電気ユニットを水及び／又は酸素から保護する限り、当該層が
保護要素として用いられてよい。
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【００４１】
　図３を参照して上述された電気デバイスのＴＦＥの透過性を検出するための検出装置は
、製造工程中にＴＦＥの透過性の度合いが決定され得るように、図４を参照して上述され
た電気デバイスを製造するための製造装置に組み込まれ得る。ＴＦＥの、特に、発生可能
性のあるＴＦＥを通過する浸透経路の場所の透過性の度合いに関するこの知識は、ＴＦＥ
内のそれぞれの欠陥を修復するのに用いられ得る。例えば、１つ又は複数のＴＦＥ層が検
出層上に付与された後に、透過性検出工程が許容不可能な透過性の度合いを明らかにした
場合、透過性の問題を解消するために、検出された欠陥の場所に、追加のＴＦＥ層が全体
的又は局所的に堆積され得る。追加のＴＦＥ層は、検出される透過性の度合いが許容可能
であるまで堆積され得る。
【００４２】
　当業者によって、特許請求された発明を実施するにあたり、図面、明細書、及び添付の
請求項の研究から、開示された実施形態の他のバリエーションが理解され達成されること
ができる。
【００４３】
　請求項で、「含む」の文言は他の要素又はステップを除外するものではなく、不定冠詞
「ａ」又は「ａｎ」は複数を除外するものではない。
【００４４】
　単一のユニット又はデバイスは、請求項に記載される複数項目の機能を満たすことがで
きる。特定の手段が、相互に異なる従属請求項に記載されているという単なる事実は、こ
れらの手段の組み合わせを有利に使用できないことを意味するわけではない。
【００４５】
　１つの又は複数のユニット又はデバイスによって実行される、電気ユニット、検出層、
及び保護要素の提供のような手順は、任意の他の数のユニット又はデバイスによって実行
され得る。
【００４６】
　請求項のいかなる参照符号も、範囲を限定するものとして解釈されるべきではない。
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